
鳴門教育大学の教育等に関するアンケート

【平成２ 1年７月実施：教育長，公立学校長】
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鳴門教育大学の教育等に関するアンケート実施要領

学 長 裁 定

平成２２年 ３ 月 ８ 日

１ 目 的

本学の教育の状況についてデマンド・サイドの意見を把握することにより，教育の

質の維持・向上及び教育研究体制の一層の充実を図ることを目的とする。

２ 対 象 者

（１） 徳島県内の教育委員会教育長，徳島県内公立幼・小・中・高・特別支援学校

長

（２） 大学院修了生

（３） 学部卒業生

（４） 在学生（学部，大学院生）

３ 実施時期

（１）徳島県内の教育委員会教育長，徳島県内公立幼・小・中・高・特別支援学校長

については，隔年毎に実施する。

（２）大学院修了生，学部卒業生については，毎年，学位記授与式の際に実施する。

（３）在学生については，隔年毎に，学生生活実態調査で対応する。

４ 実施形態

アンケートは選択及び自由記述とする。

（別紙様式１～３参照）

５ 体 制

国立大学法人鳴門教育大学総務委員会において実施し，所掌する各委員会で集計・

分析する。

６ 公 表

本学ウェブページにより集計結果を公表する。

７ 活 用

分析結果については，教育の質の維持・向上及び教育研究体制の一層の充実を図る

ため，所掌する各委員会で検討の後，改善に資する。
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８ その他

（１）教育長，学校長に依頼する際には，事前に校長会等において協力依頼する。

（２）学外者へのアンケート実施については，郵送その他経済的かつ合理的な方法で行

うものとする。

附 則

この要領は，平成２２年３月８日から施行する。ただし，５の改正規定は，平成２２年

４月１日から適用する。
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